
電子契約及び電子保証フロー 

事業者 羽島市 

 

 

 

（２）応札 

 

 

 

 

（５）電子契約利用の承諾 

・LoGo フォーム（電子契約利用承諾届）又は電子契約

利用承諾書（以下「承諾書」という。）による承諾手続

き※1、2、3 

・承諾書を使用する場合はメールで提出 

 

（６）建設リサイクル法関係の手続き 

・必要に応じて様式を市公式 HP からダウンロードし、

必要事項を記入の上、上記 LoGo フォームから提出又

は承諾書とともにメールに添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）契約書の確認及び承認 

・クラウドサインから届く確認依頼メールに記載され

たリンクから契約書を確認し、同意 

 

（10）契約締結 

 

（11）認証キーの送信※5、6 

 

 

（１）指名通知／公告 

・電子契約及び電子保証の対象の旨明示 

 

（３）開札 

 

（４）落札（候補）者の決定及び通知 

・電子契約の意向確認（電話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）承諾の確認及び認証キーの送信先メールアドレ

スの提供 

 

（８）クラウドサインへの契約書 PDF のアップロード

及び送信※4 

・「契約書鑑」「（（６）で受領した）建設リサイクル法

関係書類※5」「仲裁合意書※5」「約款」「仕様書・設計書」

「その他必要書類」の PDF をアップロードし、送信 

 

 

 

 

（10）契約締結 

 

 

（12）契約保証の確認※5 

 
 

※1 LoGo フォームの QRコード及び電子契約利用承諾書は、HPで掲載しています。 

※2 可能な限り LoGo フォームの利用をお願いします。 

※3 電子契約を希望しない場合は（５）以降の手順は不要です。 

※4 内部決裁後に行うため、従来より数日遅れての契約書作成となります。 

※5 建設工事のみ 

※6 （７）より後であればいつでも可能 


